
 
法令等[問題 1～問題 40 は択一式(5 肢択一式)] 
第１問 裁判外の紛争処理手続の種類に関する次の文章の空欄[Ａ]～[Ｄ]内に当てはまる語として、正しいも

のの組合せはどれか。 
 紛争当事者は、話し合いにより互いに譲り合って紛争を解決することができる。しかし当事者間で話し合い

がつかないときは、権威のある第三者に入ってもらって、紛争を解決するほかない。国家はそのために、正式

な裁判のほかにも種々の制度を用意しているが、その一つが裁判上の[Ａ]である。また「当事者の互譲により、

条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする」紛争解決方法として、わが国では[Ｂ]が発達し、争

いの性質によっては訴訟よりも活用されてきた。たとえば家事審判法によれば、[Ｂ]を行うことのできる事件

についてはいきなり訴訟を提起することはできず、まずは[Ｂ]の申立てをしなければならない。裁判によらな

い紛争解決の方法としては、さらに[Ｃ]がある。これは紛争当事者が争いの解決のために第三者を選び、その

判断に服することを約束することによって争いを解決する手段であり、特に商人間の紛争解決手法として古く

から発達してきた。近時はこのような裁判外の紛争処理方法を[Ｄ]として捉えて、その機能を強化することへ

の期待が高まっており、関係する制度の整備が行われている。 
   Ａ    Ｂ    Ｃ     Ｄ 
１ 和解   調停   仲裁    ＰＦＩ 
２ 示談   仲裁   あっせん  ＡＤＲ 
３ 和解   調停   仲裁    ＡＤＲ 
４ 調停   仲裁   あっせん  ＰＦＩ 
５ 示談   あっせん 裁定    ＰＳＥ 
 
第２問 外国人に関する次のア～オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 
ア 父母がともに外国人である場合において、子が日本で生まれたときは、その子は、日本国民となる。 
イ 外国人が日本国外において犯罪を行った場合には、日本の刑法が適用されることはない。 
ウ 地方公共団体は、条例により、その区域内に住所のある外国人に対して、当該地方公共団体の長および議

会の議員の選挙権を付与することができる。 
エ 外国人は、法令または条約により禁止される場合を除いて、私法上の権利を亨有する。 
オ ともに外国人である者が日本において婚姻する場合の婚姻の成立および効力については、日本の法律によ

る。 
１ 一つ 
２ 二つ 
３ 三つ 
４ 四つ 
５ 五つ 
 
第３問 私人間における人権規定の効力に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の述べるところはどれか。 
１ 憲法の定める基本的人権のうち重要なものは、単に国家権力に対する自由権を保障するのみではなく、社

会生活の秩序原理でもある。これは、一定の範囲において、国民相互の法律関係に対して直接の意味を有

する。 
２ 人の思想、信条は身体と同様本来自由であるべきものであり、その自由は憲法 19 条の保障するところで
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もあるから、企業が労働者を雇傭する場合等、一方が他方より優越した地位にある場合に、その意に反し

てみだりにこれを侵してはならないことは明白である。 
３ 日本国憲法は価値中立的な秩序ではなく、その基本的人権の章において客観的な価値秩序を定立している。

この価値体系は、憲法上の基本決定として、法のすべての領域で通用する。いかなる民法上の規定もこの

価値体系と矛盾してはならず、あらゆる規定はこの価値体系の精神において解釈されなければならない。 
４ 私人による差別的行為であっても、それが公権力との重要な関わり合いの下で生じた場合や、その私人が

国の行為に準じるような高度に公的な機能を行使している場合には、法の下の平等を定める憲法 14 条が

直接に適用される。 
５ 憲法 19 条、21 条、23 条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対し

て個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との

関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでない。 
 
第４問 次のア～オの記述のうち、憲法上、天皇の国事行為として認められていないものはいくつあるか。 
ア 内閣総理大臣の指名 
イ 憲法改正、法律、政令及び条約の裁可 
ウ 国務大臣の任免 
エ 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定 
オ 衆議院の解散 
１ 一つ 
２ 二つ 
３ 三つ 
４ 四つ 
５ 五つ 
 
第５問 次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節である。これを読み、同様に

純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が採っている考え方として誤っているものは、次の１

～５のうちどれか。 
 憲法 21 条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとり

わけ重要なものであり、法律によってもみだりに制限することができないものである。そして、およそ政治的

行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りに

おいて、憲法 21 条による保障を受けるものであることも、明らかである。 
１ 国家公務員法 102 条 1 項および人事院規則によって公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なか

れ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるので

あれば、憲法違反の問題が生ずる。 
２ 国家公務員法 102 条 1 項および人事院規則による公務員に対する政治的行為の禁止が、憲法上許容され

るか否かを判断するにあたっては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との合理的関連性、政

治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検

討することが、必要である。 
３ 一般人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを

補肋するものとしてなされる限り、憲法 21 条の視定の精神に照らして十分尊重に値するが、表現の自由

そのものとは異なるため、その制限や禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。 



４ 報道機関の報道行為は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供

し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、

表現の自由を想定した憲法 21 条の保障のもとにある。 
５ 報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法 21 条の規定の精神に照ら

し、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の

記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない。 
 
第６問 次の条文の下線部①～⑤についての記述として、妥当なものはどれか。 
 第 11 条 ①国民は、すべての②基本的人権の享有を妨げられない。③この憲法が国民に④保障する基本的

人権は、侵すことのできない⑤永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 
１ 憲法 13 条以下で保障される諸権利のなかで、明示的に「国民」を主語としている権利については、日本

に在留する外国人に対して保障が及ばないとするのが、判例である。 
２ 国家権力の統制下にある在監者に対しては、新聞、書籍を閲読する自由は、憲法上保障されるべきではな

いとするのが、判例である。 
３ 「この憲法」のなかには、日本国憲法のほかに、世界人権宣言や国際人権規約も当然に含まれるとするの

が、判例である。 
４ 「学問の自由は、これを保障する」と規定する憲法 23 条は、大学に対して、固有権としての自治権を保

障したものであるとするのが、通説である。 
５ 憲法改正には限界があり、この憲法が保障する基本的人権を憲法改正手続によって削除することは、論理

的に許されないとするのが、通説である。 
 
第７問 次のア～オの記述のうち、日本国憲法に規定されているものは、いくつあるか。 
ア 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 
イ 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 
ウ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 
エ 何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ち 

に本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 
オ 刑事事件について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。 
１ 一つ 
２ 二つ 
３ 三つ 
４ 四つ 
５ 五つ 
 
第８問 公法と私法が交錯する領域に係る次の記述のうち、妥当なものはどれか。 
１ 防火地域に関する建築基準法の規定は、民法の相隣規定に関する特別法として適用されるとするのが最高

裁の判例である。 
２ 現実に開設されている私道を日常的に利用する利益は反射的利益であり、敷地所有者に対して通行妨害排

除の民事訴訟を提起する利益とはなりえないとするのが最高裁の判例である。 
３ 健築確認は、その土地について私法上の権原がある者により申請される必要があるから、権原なき者によ

って申請された場合には、そのことを理由として却下することができるというのが最高裁の判例である。 



４ 公営住宅に世帯主として入居している者が死亡した場合、その相続人が低所得者であるときには、入居関

係は相続させなければならないとするのが最高裁の判例である。 
５ 海岸線の変動により、従来私人の所有であった土地が海面下に沈んだ場合には、私人の土地所有権は自動

的に滅失するというのが最高裁の判例である。 
 
第９問 行政庁などの行政機関の概念に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 
１ 行政庁は独任制でなければならず、委員会などの合議体が行政庁としての役割を果たすことはない。 
２ 行政庁、諮問機関、参与機関などの行政機関の定義は、国家行政組織法において定められている。 
３ 諮問機関が示した答申・意見について、行政庁はそれを尊重すべきではあるが、法的に拘束されることは

ない。 
４ 行政庁の権限を補助機関が専決する場合には、代決の場合とは異なり、処分権限は行政庁ではなく、補助

機関に帰属することとなる。 
５ 補助機関とは行政主体の手足として実力を行使する機関であり、警察官、収税官などがこれに当たる。 
 
第 10 問 行政行為の職権取消と撤回に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 
１ 行政行為の撤回は、処分庁が、当該行政行為が違法になされたことを理由にその効力を消滅させる行為で

あるが、効力の消滅が将未に向かってなされる点で職権取消と異なる。 
２ 旅館業法 8 条が定める許可の取消は、営業者の行為の違法性を理由とするものであるから、行政行為の職

権取消にあたる。 
３ 公務員の懲戒免職処分は、当該公務員の個別の行為に対しその責任を追及し、公務員に制裁を課すもので

あるから、任命行為の職権取消にあたる。 
４ 行政行為の職権取消は、私人が既に有している権利や法的地位を変動(消滅)させる行為であるから、当該

行政行為の根拠法令において個別に法律上の根拠を必要とする。 
５ 行政行為の職権取消は、行政活動の適法性ないし合目的性の回復を目的とするものであるが、私人の信頼

保護の要請等との比較衡量により制限されることがある。 
(参考)旅館業法 8 条「都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したと

き、又は第三条第二項第三号に該当するに至ったときは、同条第一項の許可を取り消し、又は期間を定め

て営業の停止を命ずることができる。(以下略)」 
 
第 11 問 行政手続法における聴聞と弁明に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 
１ 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、書面の提出によってするのが原則であるが、聴聞

は、口頭かつ公開の審理によるのが原則である。 
２ 聴聞においては、処分の相手方以外の利害関係人にも意見を述べることが認められることがあるが、弁明

の機会は、処分の相手方のみに与えられる。 
３ 聴聞は、不利益処分をなす場合にのみ実施されるが、弁明の機会は、申請者の重大な利益に関わる許認可

等を拒否する処分をなす場合にも与えられる。 
４ 聴聞を経てなされた不利益処分については、行政不服審査法による異議申立てや審査請求をすることはで

きないが、弁明の機会を賦与したに過ぎない不利益処分については、こうした制限はない。 
５ 聴聞の相手方については、聴聞の通知があったときから処分がなされるまでの間、関係書類の閲覧を求め

る権利が認められるが、弁明の機会を賦与される者には、こうした権利は認められない。 
 



第 12 問 行政手続法に定める行政指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 
１ 行政指導に携わる者は、その相手方に対し、当該行政指導の趣旨、内容並びに責任者を明確に示さなけれ

ばならない。 
２ 同一の行政目的を実現するために複数の者に対し行政指導をするときには、行政機関はあらかじめ行政指

導の共通する内容を定め、それを公表しなければならない。 
３ 不利益処分に先立つ行政指導をする場合においては、行政機関は相手方に対し、書面で行政指導をしなけ

ればならない。 
４ すでに書面で相手方に通知されている事項と同一内容の行政指導をする場合においては、行政機関は書面

を求められても、これを交付する必要はない。 
５ 行政指導の相手方以外の利害関係人に対しては、請求があっても書面で行政指導をする必要はない。 
 
第 13 問 行政手続法に定める意見公募手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 
１ 命令等を定めようとする場合において、やむを得ない理由があるときは、その理由を公示した上で、30

日を下回る意見提出期間を定めることができる。 
２ 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとする場合に、

意見公募手続を省略することができる。 
３ 意見公募手続を実施したが、当該命令等に対して提出された意見(提出意見)が全く存在しなかった場合に、

結果を公示するのみで再度の意見公募手続を実施することなく命令等を公布することができる。 
４ 意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないことにした場合に、結果等を公示せずに手続を

終了させることができる。 
５ 委員会等の議を経て命令を定めようとする場合に、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施して

いることのみを理由として、自ら意見公募手続を実施せずに命令等を公布することができる。 
 
第 14 問 行政不服審査法による審査請求の審査手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 
１ 審査請求は、書面によりなすことが原則であるが、審査請求人が求めたときは、口頭による審査請求も認

めなければならない。 
２ 審査請求の審理は、書面によってなされるが、とくに審査庁が必要と認めた場合に限り、審査請求人は、

口頭で意見を述べることができる。 
３ 審査請求がなされたときは、審査庁は、審査請求書の副本を処分庁に送付して、その反論書の提出を求め

ることができる。 
４ 審査請求が不適法であっても、これを補正できるときは、審査庁は、直ちにこれを却下することはできず、

相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。 
５ 審査請求手続は、決定により終了するのが原則であるが、審査請求を認容する決定についても理由を付さ

なければならない。 
 
第 15 問 行政不服審査法による審査請求における執行停止に関する記述として、妥当なものはどれか。 
１ 従来、執行停止の要件としては、「重大な損害」が必要とされていたが、平成 16 年の法改正により、「回

復困難な損害」で足りることとされた。 
２ 審査庁は、「本案について理由がないとみえるとき」には、執行停止をしないことができる。 
３ 申請拒否処分に対する審査請求については、平成 16 年の法改正により、執行停止制度に加えて、「仮の

義務付け」と「仮の差止め」の制度が明文化された。 



４ 執行停止の決定がなされた場合において、それに内閣総理大臣が異議を述べたときは、審査庁は、執行停

止を取消さなければならないこととされている。 
５ 処分庁の上級庁である審査庁は、審査請求人の申立てによることなく職権により執行停止をすることは許

されない。 
 
第 16 問 行政不服審査手続と取消訴訟手続の対比に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 
１ 取消訴訟は他の民事訴訟と同じく３審制であるが、行政不服申立ての場合、異議申立てに対する決定に不

服があるものは、第三者機関に審査請求できる２審制が原則として取られている。 
２ 行政不服審査法 4 条により、不服申立ての対象とならないと定められている外国人の出入国に関する処分、

刑務所の被収容者に関する処分については、取消訴訟でも争うことはできない。 
３ 取消訴訟の出訴期間は、処分の相手方が処分のあったことを知った日から６か月であるが、不服申立て期

間は３か月となっている。 
４ 取消訴訟においては行政処分のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては、行政指導や事実行

為も争うことができる。 
５ 取消訴訟においては処分の適法性のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては処分の適法性の

みならず、処分の不当性をも争うことができる。 
 
第 17 問 取消訴訟と審査請求の関係についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。 
１ 個別法が裁決主義を採用している場合においては、元の処分に対する取消訴訟は提起できず、裁決取消訴

訟のみが提起でき、元の処分の違法についても、そこで主張すべきこととなる。 
２ 行政事件訴訟法は原処分主義を採用しているため、審査請求に対する棄却裁決を受けた場合には、元の処

分に対して取消訴訟を提起して争うべきこととなり、裁決に対して取消訴訟を提起することは許されない。 
３ 審査請求ができる処分については、それについての裁決を経ることなく取消訴訟を提起することはできな

いとするのが行政事件訴訟法上の原則であるが、審査請求から 3 か月を経過しても裁決がなされないとき

は、裁決を経ることなく取消訴訟を提起できる。 
４ 審査請求の前置が処分取消訴訟の要件とされている場合には、その審査請求は適法なものでなければなら

ないが、審査庁が誤って不適法として却下したときは、却下裁決に対する取消訴訟を提起すべきこととな

る。 
５ 審査請求の前置が処分取消訴訟の要件とされている場合には、その出訴期間も審査請求の裁決の時点を基

準として判断されることとなるが、それ以外の場合に審査請求をしても、処分取消訴訟の出訴期間は処分

の時点を基準として判断されることとなる。 
 
第 18 問 平成 16 年の行政事件訴訟法改正後の行政事件訴訟制度の記述として、正しいものはどれか。 
１ 従来、法令に基づく申請についてのみ認められていた不作為違法確認訴訟が、規制権限の不行使について

も認められることになった。 
２ 仮の義務付けまたは仮の差止めは、処分の執行停止と同様の機能を有するので、内閣総理大臣の異議の制

度が準用されている。 
３ 処分が、国または公共団体に所属しない行政庁によって行われた場合、当該処分の取消を求める訴えは、

処分取消訴訟に替わり、民事訴訟によることとなった。 
４ 法令に基づく申請に対して相当の期間内に何らの処分もなされない場合は、原告の判断により、不作為違

法確認訴訟または義務付け訴訟のいずれかを選択して提起することができる。 



５ 処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無を確認する判決(無効等の確認判決)は、第三者に対しても

効力を有することが明文上認められた。 
 
第 19 問 平成 16 年改正により、行政事件訴訟法に設けられた教示制度の規定に関する次の記述のうち、妥

当なものはどれか。 
１ 行政事件訴訟法に教示の規定が設けられたことを契機として、行政不服審査法においても教示の規定が創

設されることとなった。 
２ 取消訴訟を提起することができる処分が口頭でされた場合に、相手方から書面による教示を求められたと

きは、書面で教示しなければならない。 
３ 原処分ではなく裁決に対してのみ取消訴訟を認める旨の定めがある場合に、当該原処分を行う際には、そ

の定めがある旨を教示しなければならない。 
４ 当該処分または裁決の相手方以外の利害関係人であっても、教示を求められた場合には、当該行政庁は教

示をなすべき義務がある。 
５ 誤った教示をした場合、または教示をしなかった場合についての救済措置の規定がおかれている。 
 
第 20 問 国家賠償法 1 条による賠償責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の立場に照らして、妥

当なものはどれか。 
１ 公立学校のプールにおける飛込みで事故が起きた場合、国家賠償法 1 条にいう「公権力の行使」とは、「行

政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」を意味するから、国家賠償法 1 条は適用されず、民法上の

不法行為として損害賠償を求めることになる。 
２ 警察官でない者が、公務執行中の警察官であるかのような外観を装い、他人を殺傷した場合、当該被害者

ないしその遺族は、いわゆる外形理論により国又は公共団体に対して国家賠償法 1 条に基づき損害賠償を

求めることができる。 
３ 国会議員が国会で行った発言によって他人の名誉や信用を害した場合、憲法 51 条により国会議員の法的

責任は免責されるため、被害者は国家賠償法 1 条に基づく損害賠償を求めることができない。 
４ 消防職員の消火ミスにより、一度鎮火したはずの火災が再燃し、家屋が全焼した場合、失火責任法が適用

されるため、被害者は国又は公共団体に対して国家賠償法 1 条に基づく損害賠償を求めることができない。 
５ パトカーが逃走車両を追跡中、逃走車両が第三者の車両に追突し、当該第三者が死傷した場合、被害者た

る第三者の救済は、国家賠償法 1 条による損害賠償ではなく、もっぱら憲法 29 条に基づく損失補償によ

る。 
 
第 21 問 都道府県の処理する自治事務と法定受託事務に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 
１ 自治事務の執行の経費は、都道府県が負担するのが原則であるが、法定受託事務の執行の経費は、国が負

担するのが原則である。 
２ 都道府県議会は、自治事務に関しては、国の法令に違反しなければ条例を制定できるが、法定受託事務に

ついては、国の法令の特別の委任がなければ条例を制定できない。 
３ 都道府県の監査委員は、自治事務の執行については原則として監査できるが、法定受託事務の執行につい

ては、政令で定めるものについてのみ監査できる。 
４ 都道府県による法定受託事務の執行については、国の大臣は、一般的な指揮監督の権限を有するが、自治

事務については、法定された関与のみが認められる。 
５ 都道府県による法定受託事務の執行については、国の大臣による代執行の手続があるが、自治事務の執行



については、こうした手続はない。 
 
第 22 問 条例制定権の限界に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らして、妥当なもの

はどれか。 
１ 河川法の適用されない普通河川の管理について、条例により河川法が同法の適用される河川等について定

めるところ以上に強力な規制をすることは許されない。 
２ 財産権の行使については国の法律によって統一的に規制しようとするのが憲法 29 条 2 項の趣旨であるか

ら、条例による財産権規制は、法律の特別な授権がある場合に限られる。 
３ 条例によって健全な風俗を害する行為を規制することは許されるが、規制の程度、態様等によっては、他

の地方公共団体との関係で平等原則違反が問題になる。 
４ 故意に一定以上の騒音を発する者に対し、条例で騒音を発する行為の中止を命じる規定を設けた場合、併

せて一定額の過料を課すことを通告して義務の履行を促すことができる。 
５ 条例によって地方公共の安寧と秩序を維持する規制を行うことは許されるが、国の法令による規制とその

目的が同一であったり、部分的に共通するような規制を行うことは許されない。 
 

第 23 問 地方自治法における直接請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 
１ 直接請求として、地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収に関する条例の制定改廃を求めるこ

とも可能である。 
２ 知事・市町村長のみならず、選挙管理委員、監査委員などの役員も、直接請求としての解職請求の対象と

なる。 
３ 条例の制定改廃を求める直接請求が成立した場合、首長は住民投票を行って過半数の同意が得られれば、

議会の同意を経ることなく条例を公布することができる。 
４ 首長等の解職を求める直接請求は、あくまでも解職請求権の行使を議会に求めるものであり、直接請求が

成立した場合においても、首長を解職するか否かの最終判断は議会が行う。 
５ 一般行政事務の監査請求は、他の直接請求とは異なり、選挙権者の 50 分の 1 以上の賛成という要件が不

要なので、一人でも監査請求をすることができる。 
 
第 24 問 地方自治法に定める住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 
１ 住民監査請求の監査の結果もしくは勧告が出されるまでは、住民訴訟を提起することは許されない。 
２ 住民監査請求を提起できるのは、当該普通地方公共団体の住民のうち選挙権を有する者に限られる。 
３ 住民訴訟において、住民は地方公共団体に代位して、損害を与えた職員等に直接損害賠償または不当利得

返還請求をなすことができる。 
４ 住民訴訟においては、執行機関または職員に対する行為の差止めの請求をなすことは認められない。 
５ 住民監査請求は地方公共団体の不当な公金支出行為についても請求することができるが、住民訴訟は不当

な公金支出行為については提起することができない。 
 
第 25 問 地方自治法の規定に照らし、次の文章の空欄[Ａ]～[Ｃ]内に当てはまる文言として、正しいものの組

合せはどれか。 
地域自治区とは、地域の住民の意見を行政に反映させるとともに、行政と住民との連携の強化を目的として、

市町村の判断により[Ａ]によって設けられる区域として、平成 16 年の地方自治法改正により創設された。 
  地域自治区には、[Ｂ]と、市町村の事務を分掌させるための事務所が置かれる。事務所の位置、名称およ



び所管区域は[Ａ]によって定められる。事務所の長は、事務吏員をもって充てられる。[Ｂ]の構成員は、地域

自治区の区域内に住所を有する者のうちから、[Ｃ]。 
   Ａ      Ｂ      Ｃ 
１ 協定  地域協議会   住民による選挙で選ばれる 
２ 条例  地域自治組織  住民による選挙で選ばれる 
３ 条例  地域協議会   市町村長が選任する 
４ 協定  地域自治組織  市町村長が選任する 
５ 条例  地域協議会   住民による選挙で選ばれる 
 
第 26 問 Ａは行政庁Ｂに対し、情報公開法（行政機関の保有する情報の公開に関する法律）に基づいて行政

文書の情報公開請求を行った。ＢがＡの請求に対し一部不開示決定を行ったので、Ａは異議申立てまたは情

報公開訴訟を提起しようと考えている。 
  次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らして、正しいものはどれか。 
１ 異議申立てに対し、Ｂは、当初の一部開示処分は誤りであり全てを不開示とするのが妥当であると判断し

た。この場合、Ｂは当初の一部開示決定を取り消し、全部を不開示とする決定を行うことができる。 
２ Ａは、異議申立てを提起するか取消訴訟を提起するかを、自由に選択することができるが、一旦異議申立

てを行った場合には、異議申立ての結論が出る前に取消訴訟を提起することは許されない。 
３ 非公開決定の取消訴訟において当該行政文書が書証として提出された場合には、非公開決定の取消を求め

る訴えの利益は消滅する。 
４ 行政文書等の開示請求権はＡの一身に専属する権利とはいえないから、Ａの死亡後も、当該行政文書の非

公開決定の取消を求める訴えの利益は消滅しない。 
５ Ｂは、非公開決定理由書において付記された理由以外の理由を、取消訴訟段階で主張することも認められ

る。 
 

第 27 問 制限行為能力者と取引をした相手方の保護に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 
１ 制限行為能力者が自己の行為を取り消したときには、相手方は受け取っていた物を返還しなければならな

いが、相手方は、制限行為能力を理由とする取消しであることを理由に、現に利益を受けている限度で返

還をすれば足りる。 
２ 制限行為能力者が未成年者の場合、相手方は、未成年者本人に対して、1 か月以上の期間を定めてその行

為を追認するかどうかを催告することができ、その期間内に確答がなければその行為を追認したものとみ

なされる。 
３ 制限行為能力者が成年被後見人であり、相手方が成年被後見人に日用品を売却した場合であっても、成年

被後見人は制限行為能力を理由として自己の行為を取り消すことができる。 
４ 制限行為能力者が被保佐人であり、保佐人の同意を得なければならない行為を被保佐人が保佐人の同意ま

たはそれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにした場合において、被保佐人が相手方に対して行為能力者で

あると信じさせるために詐術を用いたときには、制限行為能力を理由としてこの行為を取り消すことはで

きない。 
５ 制限行為能力者が被補肋人であり、補助人の同意を得なければならない行為を被補助人が補助人の同意を

得てした場合であっても、相手方は、制限行為能力を理由として補助人の行為を取り消すことができる。 
 
第 28 問 民法上の住所に関する次のア～オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 



ア 住所が知れない場合において、居所を住所とみなすことはできない。 
イ 日本に住所を有しない外国人は、日本における居所をその者の住所とみなすことはできない。 
ウ ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。 
エ 住所が複数ある場合には、本籍地を住所とみなす。 
オ 住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所を民法上の住所と

みなす。 
１ 一つ 
２ 二つ 
３ 三つ 
４ 四つ 
５ 五つ 
 
第 29 問 所有権の原始取得に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 
１ Ａは、Ｂ所有の土地をＢの所有であると知りつつ所有の意思をもって平穏かつ公然に 10 年間占有した場

合に、その土地の所有権を取得する。 
２ Ａの所有する動産とＢの所有する動産が付合して分離することが不可能になった場合において、両動産に

ついて主従の区別をすることができないときには、ＡとＢは、当然に相等しい割合でその合成物を共有す

るものとみなす。 
３ ＢがＡの所持する材料に工作を加えて椅子を完成させた場合に、その椅子の所有権は、ＡとＢとの取決め

に関係なく、Ａに帰属する。 
４ Ｂの所有する動産がＡの所有する不動産に従として付合した場合に、ＡとＢは、ＡとＢとの取決めに関係

なく、Ａの不動産の価格とＢの動産の価格の割合に応じてその合成物を共有する。 
５ Ａは、所有者のいない動産を所有の意思をもって占有を始めた場合に、その動産の所有権を取得する。 
 
第 30 問 Ａは、Ｂ所有の甲土地について地上権の設定を受けて、同土地上に乙建物を建築した。Ａが同建物

を建築するについては、そのための資金としてＣ銀行から融資を受けた。この場合に関する次の記述のうち、

正しいものはどれか。 
１ Ａ・Ｂ間では賃借権ではなく地上権が設定されたので、その存続期間については、借地借家法の適用はな

く民法の規定が適用される。 
２ ＡがＣ銀行のために抵当権を設定するには、乙建物のみを抵当権の目的とすることができ、Ａの甲土地に

対する地上権を抵当権の目的とすることはできない。 
３ Ｂが死亡し、Ｂの相続人Ｄが甲土地を相続した場合に、Ａは、甲土地についての地上権登記または乙建物

についての保存登記を経由していない限り、Ｄに対し、Ａの甲土地についての地上権を対抗することはで

きない。 
４ ＡのＣ銀行に対する債務の担保のために、Ａが乙建物についてＣ銀行のために抵当権を設定するとともに、 

Ｂが物上保証人として甲土地についてＣ銀行のために抵当権を設定していた場合において、Ｃ銀行が抵当権

を実行するには、まず乙建物から行う必要はない。 
５ Ａが死亡し、Ａの相続人ＥおよびＦが遺産分割により乙建物を共有することになった場合において、Ｅお

よびＦは、相互に 5 年間は乙建物の分割を請求することはできない。 
 
 



第 31 問 Ａ・Ｂ間で建物の売買契約が成立し、Ａは、Ｂから建物の引渡しを受け、また、移転登記も得て、

近く同建物に引っ越しをしようと思っていたところ、同建物は、第三者Ｃの放火によって焼失してしまった。

この場合に関する次のア～オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 
ア ＢからＡに対して上記建物についての売買代金の支払請求があった場合に、Ａは、Ｂに対して同時履行の

抗弁権を主張して代金の支払いを拒むことができる。 
イ 上記建物は、Ｂの責めに帰すことができない事由により焼失したので、危険負担に関し建物の滅失につい

てはＡの負担に帰する。 
ウ Ａは、Ｂに対して履行不能を理由として売買契約を解除することができる。 
エ Ａは、Ｂに対して代金の支払いを免れることはできないが、債務不履行を理由とする損害賠償請求をする

ことができるので、この両者につき相殺を主張することができる。 
オ Ａは、Ｂに対して代金の支払いを免れることはできないが、Ｃに対して不法行為を理由として損害賠償請

求をすることができる。 
１ 一つ 
２ 二つ 
３ 三つ 
４ 四つ 
５ 五つ 
 
第 32 問 契約の履行期に関する次のア～オの記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあ

るか。 
ア 請負の報酬は、仕事の目的物の引渡しを要する場合でも、仕事の目的物の完成時に注文者が請負人に対し

て支払わなければならない。 
イ 宅地や建物の賃貸借の賃料は、翌月分を毎月末までに賃借人は賃貸人に対して支払わなければならない。 
ウ 売買目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限までに買主が売主に対

してその代金を支払わなければならないものと推定される。 
エ 報酬の合意がある場合には、委任の報酬は、受任者の請求があれば委任者がその前払をしなければならな

い。 
オ 消費貸借については、返還時期の合意がないときには、貸主の請求があれば借主は直ちに返還しなければ

ならない。 
１ 一つ 
２ 二つ 
３ 三つ 
４ 四つ 
５ 五つ 
 
第 33 問 Ａはその所有する建物をＢに賃貸し、ＢはＡの承諾を得てその建物をＣに転貸している。この状況

の下で、Ａ・Ｂ間の賃貸借契約が終了したので、ＡはＣに建物の明渡しを求めたいと考えている。Ａ・Ｃ間

の法律関係に関する次のア～オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。 
ア Ａ・Ｂが賃貸借契約を合意解除した場合には、ＡはそれをＣに対抗することができる。 
イ Ｂが賃借権を放棄した場合には、ＡはそれをＣに対抗することができない。 
ウ Ｂの債務不履行によってＡ・Ｂ間の賃貸惜契約が解除された場合には、ＡはあらかじめＣに催告をしなく



てもＣに対抗することができる。 
エ Ａ・Ｂ間の賃貸借契約が期間満了によって終了した場合には、ＡはＣにその旨を通知しなくても、それを

Ｃに対抗することができる。 
オ Ａからの正当事由を伴う解約申し入れによりＡ・Ｂ間の賃貸借契約が終了した場合には、ＡはＣにその旨

を通知しなければ、それをＣに対抗することができない。 
１ ア・イ 
２ ア・ウ 
３ ア・エ 
４ イ・ウ 
５ エ・オ 

 
第 34 問 観光バス会社Ａの運転手Ｂは、営業運転中に、Ｃが運転するＤ社のタンクローリー車と衝突事故を

起こし、バスの乗客が負傷した。その事故は、Ｂの前方不注意とＣの居眠り運転が競合して生じたものであ

り、Ｂ・Ｃの過失割合は３：７であった。この場合の法律関係に関する次のア～オの記述のうち、妥当なも

のの組合せはどれか。 
ア Ａが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Ａは、Ｃの過失割合に応じてＣに対して求償すること

ができる。 
イ Ｂが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Ｂは、賠償額全額につきＤに対して求償することがで

きる。 
ウ Ｂが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Ｂは、賠償額全額につきＡに対して求償することがで

きる。 
エ ＢおよびＣが乗客の請求に応じて対等額を支出して損害の賠償を行った場合には、Ｂは、自己の負担部分

を超える範囲につきＤに対して求償することができる。 
オ Ｃが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Ｃは、Ｂの負担部分につきＢに対してのみ求償するこ

とができる。 
１ ア・ウ 
２ ア・エ 
３ イ・エ 
４ イ・オ 
５ ウ・オ 
 
第 35 問 Ａは、自己が所有する甲建物に居住していたところ、Ｂと婚姻後においても、同建物にＡ・Ｂで同

居することになった。この場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 
１ Ａ・Ｂが甲建物に関して婚姻の届出前に別段の契約をしなかったときは、甲建物は、Ａ・Ｂの共有に属す

るものと推定される。 
２ Ａ・Ｂの婚姻後にＡが甲建物を第三者Ｃに譲渡したときは、Ｂは、そのＡ・Ｃ間の売買契約を取り消すこ

とができる。 
３ Ａ・Ｂの婚姻後に甲建物について必要な修繕をしたときは、その修繕に要した費用は、Ａ・Ｂで分担する。 
４ Ａ・Ｂの婚姻後に甲建物内に存するに至った動産は、Ａ・Ｂの共有に属するものとみなされる。 
５ Ａ・Ｂが離婚をした場合において、ＡまたはＢがその相手方に対して財産の分与を請求することができる

ときに、その請求権を有する者は、甲建物内に存する動産について先取特権を有する。 



第 36 問 商業使用人に関する次のア～オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 
ア 支配人は、営業主に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有し、支配

人の代理権に加えた制限は、それを登記した場合に、これをもって善意の第三者に対抗することができる。 
イ 支配人は、営業主の許諾がなければ自ら営業を行うことができないが、営業主の許諾がなくとも自己また

は第三者のために営業主の営業の部類に属する取引を行うことができる。 
ウ 本店または支店の営業の主任者であることを示すべき名称を付した使用人は、相手方が悪意であった場合

を除いて、本店または支店の営業に関する一切の裁判外の行為をなす権限を有するものとみなされる。 
エ 営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は、その事項に関して一切の裁判外の行為

をなす権限を有し、当該使用人の代理権に加えた制限は、これをもって善意の第三者に対抗することがで

きない。 
オ 物品の販売を目的とする店舖の使用人は、相手方が悪意であった場合も、その店舖にある物品の販売に関

する権限を有するものとみなされる。 
１ ア・イ 
２ ア・オ 
３ イ・ウ 
４ ウ・エ 
５ エ・オ 
 
第 37 問 商行為に関する次のア～オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 
ア 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受け、申込みとともに受け取った物

品がある場合において、その申込みを拒絶するときは、相当の期間内にその物品を相手方の費用により返

還しなければならない。 
イ 数人がその一人または全員のために商行為である行為によって債務を負担した場合は、その債務は各自が

連帯してこれを負担する。 
ウ 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をした場合は、報酬に関する契約がなくとも、相報酬

を請求することができる。 
エ 当事者の一方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、債権の弁

済を受けるまで、債権者が占有する債務者所有の物または有価証券を留置することができる。 
オ 商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、質権者に弁済として質物の所有権

を取得させることを契約で定めることができる。 
１ ア・ウ 
２ ア・エ 
３ イ・エ 
４ イ・オ 
５ ウ・オ 
 
第 38 問 株主総会に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。 
１ 招集権者による株主総会の招集の手続を欠く場合であっても、株主全員がその開催に同意して出席したい

わゆる全員出席総会において、株主総会の権限に属する事項について決議をしたときには、この決議は株

主総会の決議として有効に成立する。 
２ 株主総会において議決権を行使する代理人を株主に限る旨の定款の規定は、株主総会が第三者により撹乱



されることを防止して、会社の利益を保護する趣旨にでた合理的理由による相当程度の制限であって、有

効である。 
３ 株主は、自己に対する株主総全の招集手続に瑕疵がなくとも、他の株主に対する招集手続に瑕疵がある場

合には、株主総会の決議取消しの訴えを提起することができる。 
４ 株主総会の決議取消しの訴えを提起した場合においては、その提訴期間が経過した後であっても、新たな

取消事由を追加して主張することができる。 
５ 株主総会の決議の内容自体に法令または定款違背の瑕疵がなく、単に決議の動機または目的において公序

良俗に反する不法がある場合は、その株主総会の決議は無効とならない。 
 
第 39 問 会社の合併に関する次のア～オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 
ア 会社が合併するには、各当事会社の株主総会の特別決議による承認を要するが、存続会社に比べて消滅会

社の規模が著しく小さい場合には、各当事会社は株主総会決議を省略することができる。 
イ 合併の各当事会社は、会社債権者に対して、合併に異議があれば一定の期間内に述べるように官報に公告

し、かつ電子公告をした場合であっても、知れたる債権者には個別催告する必要がある。 
ウ 合併決議前に反対の意思表示をし、かつ合併承認決議に反対した株主は、合併承認決議が成立した場合に

は、株式買取請求権を行使することができる。 
エ 会社の合併が違法である場合に、各当事会社の株主、取締役等、または合併を承認しなかった債権者は、

その無効を合併無効の訴えによってのみ主張することができ、合併無効の判決が確定した場合には、将来

に向かってその合併は無効となる。 
オ 会社の合併により、消滅会社の全財産が包括的に存続会社に移転するため、財産の一部を除外することは

許されないが、消滅会社の債務については、消滅会社の債権者の承諾が得られれば、存続会社は消滅会社

の債務を引き継がないとすることも可能である。 
１ ア・エ 
２ ア・オ 
３ イ・ウ 
４ イ・エ 
５ ウ・エ 
 
第 40 問 会社の種類に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 
１ 合名会社と合資会社の持分は、定款の定めにより１持分につき複数の議決権を与えることができるが、株

式会社でも、１株に複数の議決権を有する種類株式を発行する旨を定款に定めることができる。 
２ 合名会社の無限責任社員は、各社員が会社債務全額につき連帯責任を負うが、会社債権者に対して、まず

会社資産から弁済を受けるように求めることができる。 
３ 合資会社の有限責任社員は、定款記載の出資額までしか責任を負わないため、有限責任社員となる時点で

出資全額の履行が要求されている。 
４ 株式会社は、株式会社を表章する有価証券を発行しなければならず、合名会社と合資会社でも持分を表章

する有価証券を発行しなければならない。 
５ 合資会社では、無限責任社員から業務執行権と会社代表権を有する代表社員を選任することを要し、株式

会社では、取締役から業務執行権と会社代表権を有する代表取締役を選任する。 
 
 



[問題 41～問題 43 は択一式(多肢選択式)] 
第 41 問 憲法 81 条の定める違憲審査制の性格に関する次の文章の空欄[ア]～[エ]に当てはまる言葉を、枠内

の選択肢(1～20)から選びなさい。 
 違憲審査制の性格に関する最高裁判所のリーディングケースとされるのは、1952 年のいわゆる[ア]違憲訴

訟判決である。ここで最高裁は次のように判示し、[ア]の憲法違反を主張する原告の訴えを却下した。「わが

裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには[イ]な
争訟事件が提起されることを必要とする。我が裁判所は[イ]な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲

法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し[ウ]な判断を下すごとき権限を行い得るも

のではない。けだし最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲内におい

て行使されるものであり、この点においては最高裁判所と下級裁判所との間に異るところはないのである(憲
法七六条一項参照)。……要するにわが現行の制度の下においては、特定の者の[イ]な法律関係につき紛争の存

する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がかような[イ]事件を離れて

[ウ]に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない」。

かような性格の違憲審査制を通例は付随的違憲審査制と呼び、これを採用している最も代表的な国としては

[エ]を挙げることができる。 
１治安維持法  ２ 独立的  ３ 直接的  ４ ドイツ  ５ 抽象的  ６ 一時的  ７ 客観的  

８ フランス  ９ 付随的  10 オーストリア  11 間接的  12 アメリカ  13 政治的   

14 不敬罪  15 警察予備隊  16 具体的  17 終局的  18 主観的  19 農地改革    

20 イギリス 
 
第 42 問 次の文章の空欄[ア]～[エ]に当てはまる言葉を、枠内の選択肢(1～20)から選びなさい。 
 地方財政の適正を確保するために地方自治法 242 条の 2 が規定する住民訴訟は、行政事件訴訟法 2 条の規

定する基本的な訴訟類型のうちの[ア]訴訟の一例である。このような原告の権利利益の保護を目的としない訴

訟は、一般に、[イ]訴訟と呼ばれるが、こうした訴訟は、法律が特別に認めている場合に限って提起できるこ

ととなる。ちなみに、行政事件訴訟法 45 条の規定する[ウ]訴訟は、同法 2 条の規定する訴訟類型のいずれに

も属しない訴訟であるから、行政事件訴訟ではないが、行政処分の効力を前提問題として争う[エ]訴訟である。 
１ 民事  ２ 納税者  ３ 有権者  ４ 刑事  ５ 客観  ６ 民衆  ７ 給付  ８ 抗告  

９ 無効等確認  10 取消  11 義務付け  12 形成 13 確認  14 機関  15 差止め  

16 無名抗告  17 争点  18 当事者  19 不作為の違法確認  20 主観 
 
第 43 問 行政上の義務の履行確保手段に関する次の文章の空欄[ア]～[エ]に当てはまる言葉を、枠内の選択肢

(1～20)から選びなさい。 
  行政代執行法によれば、代執行が行われるのは、[ア]の場合に限られるので、その他の義務の履行確保に

ついては、別に法律で定めることを必要とする。例えば、代執行以外の義務の履行確保手段の一つとして[イ]
が挙げられるが、これは、義務者の身体又は財産に直接実力を行使して、義務の履行があった状態を実現す

るものである。 
  [イ]に類似したものとして、[ウ]がある。[ウ]も、直接私人の身体又は財産に実力を加える作用であるが、

義務の履行強制を目的とするものでないところにその特徴がある。[ウ]の例としては、警察官職務執行法に

基づく保護や避難等の措置などが挙げられる。 
  さらに行政上の義務の履行確保手段には、間接的強制手段として、行政罰がある。その中で[エ]は、届出、

通知、登記等の義務を懈怠した場合などに科される罰である。 



１ 反則金  ２ 課徴金  ３ 直接強制  ４ 法定受託事務  ５ 執行罰  ６ 自治事務  ７ 

秩序罰  ８ 即時強制  ９ 金銭給付義務  10 行政刑罰 11 機関委任事務  12 直接執行  13 
自力執行  14 非代替的作為義務  15 間接強制  16 滞納処分  17 代替的作為義務  18 職

務命令違反  19 不作為義務  20 延滞金 
 
[問題 44～問題 46 は記述式] 
第 44 問 保健所長がした食品衛生法に基づく飲食店の営業許可について、近隣の飲食店営業者が営業上の利

益を害されるとして取消訴訟を提起した場合、裁判所は、どのような理由で、どのような判決をすることと

なるか。40 字程度で記述しなさい。 
  

第 45 問 売買契約において買主が売主に解約手付を交付した場合に、このことによって、買主は、どのよう

な要作のもとであれば、売買契約を解除することができるか。40 字程度で記述しなさい。 
 
第 46 問 ＡはＢに対して 3000 万円の貸金債権を有しており、この債権を被担保債権としてＢ所有の建物に

抵当権の設定を受けた。ところが、この建物は、抵当権設定後、Ｃの放火により焼失してしまった。ＢがＣ

に対して損害賠償の請求ができる場合に、Ａは、どのような要件のもとであれば、この損害賠償請求権に対

して抵当権の効力を及ぼすことができるか。40 字程度で記述しなさい。 
 
一般知識等[問題 47～問題 60 は択一式(5 肢択一式)] 
第 47 問 1980 年代からの国の行政改革に関する次のア～エの記述のうち、間違ったものが 2 つある。その

組合せとして正しいものはどれか。 
ア 中曽根内閣のもとで設置された第 2 次臨時行政調査会は、「民間活力の活用」をすすめる観点から、旧国

鉄、旧電電公社、旧郵政公社の民営化に取り組んだ。 
イ 第 2 次臨時行政調査会のあと、さらに 3 次にわたる臨時行政改革推進審議会が設置され、第 3 次の同審

議会最終答申で「官から民へ」「国から地方へ」の改革課題が集約された。 
ウ 地方分権推進法にもとづいて設置された地方分権推進委員会は、市町村合併の推進を唱えたのに加えて、

都道府県制に代わる道州制の検討を提言した。 
エ 中央省庁等改革に取り組んだ行政改革会議は、「公共性の空間」は中央の官の独占物ではないとする基本

理念に立って最終報告を取りまとめた。 
１ ア・イ 
２ ア・ウ 
３ イ・ウ 
４ イ・エ 
５ ウ・エ 
 
第 48 問 日本の地方自治に関する次のア～オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。 
ア 地方自治体では首長制を採用しているが、議会による首長の不信任議決等の制度を認めているため、議院

内閣制の要素も含まれている。 
イ 地方自治体で行われている住民投票は、当該自治体の条例に基づかずに実施されているため、法的拘束力

のないものとなっている。 
ウ いわゆる「平成の大合併」では、人口 8,000 人をめどに合併をすすめるものとされ、強制合併の制度も導



入された。 
エ 1999 年制定の地方分権一括法に基づく分権改革では、機関委任事務制度の廃止等の大きな成果があった

が、地方税財政秩序の再構築などの課題が残された。 
オ ー般市が政令指定都市に指定されると、都道府県から独立した地位を与えられるため、市域内の都道府税

は原則として当該市の財源に属することとなる。 
１ 一つ 
２ 二つ 
３ 三つ 
４ 四つ 
５ 五つ 
 
第 49 問 財政投融資制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 
１ 財政投融資は、郵便貯金や銀行預金、年金保険料などを原資として、社会資本整備などの分野に低利で融

資・出資を行う制度として創設された。 
２ 特殊法人等の財政投融資機関は、国の財政融資資金特別会計からの借入れにより必要な資金総額を調達し

なければならない。 
３ 国の財政融資資金特別会計は、特殊法人等に貸し出す資金を調達するために、財投機関債を発行している。 
４ 財政投融資計画額を使途別にみると、最近では生活環境整備の占める割合が最も高くなっている。 
５ 国の財政融資資金特別会計における預託金残高をみると、現在、その規模が最も大きいのは公的年金の積

立金である。 
 
第 50 問 貿易の自由化に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 
１ ＧＡＴＴケネディラウンドでは、関税の一括引下げ方式が提案されたが、引下げ対象品目について合意に

は達せず、その採用には至らなかった。 
２ ＧＡＴＴウルグアイラウンドでは、交渉対象が農業分野にまで拡大されたが、サービス分野や知的財産権

については、交渉対象として取り上げられるまでに至らなかった。 
３ ＷＴＯ(世界貿易機関)は、加盟国間の貿易交渉に加えて、貿易をめぐる紛争処理や、各国の貿易政策の審

査といった役割を担う機関である。 
４ ＷＴＯ(世界貿易機関)は、貿易について二国間主義を掲げており、関税同盟などの地域経済統合について

も認める立場をとっている。 
５ 日本は、これまでアジアのどの国・地域に対してもセーフガード(緊急輸入制限)を発動したことはない。 
 
第 51 問 日本における高齢化・少子化現象に関する次の記述の空欄[ア]～[エ]に当てはまる数値の組み合わせ

として、正しいものはどれか。 
 日本の高齢化率(65歳以上の人口が総人口に占める割合)の最低値は、1935年(昭和10年)の[ア]％であった。

その一方で、出生率の低下は戦前から始まっていたが、1940 年代後半のベビーブームでは出生数が年間約[イ]
万人に達した。その後 1950 年代以降、合計特殊出生率は急激に低下しはじめ、昭和から平成に移った 1989
年には、「丙午(ひのえうま)」の年の数値を下回る[ウ]に落ち込んだ。他方で、死亡率の改善等により高齢化が

進んでおり、2004 年(平成 16 年)には高齢化率が[エ]％へと上昇した。高齢化率は今後も上昇し続け、2025 年

(平成 37 年)には 30％程度になると予想されている。 
   ア  イ  ウ  エ 



１ 11.3 270  2.7  19.5 
２ 4.7  410  2.7  19.5 
３ 4.7  270  1.57 19.5 
４ 4.7  410  1.57 24.9 
５ 11.3 410  1.57  24.9 
 
第 52 問 海洋に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 
１ 領海とは、沿岸国の領域の一部を構成する海域の部分で、いずれの国も沿岸に引かれる基線から測定して

12 カイリを超えない範囲で領海の幅を定めることができる。 
２ 世界の海洋のうち、沿岸国の領海と排他的経済水域を除いた部分が公海であり、公海自由の原則が適用さ

れる。 
３ 排他的経済水域は、基線より測って沖合 100 カイリまでの海域に設定することができる。 
４ 沿岸国は、排他的経済水域にあるすべての天然資源の探査・開発のための主権的権利を有する。 
５ 排他的経済水域においては、沿岸国だけでなくすべての国が、航行および上空飛行の自由ならびに海底電

線・海底パイプライン敷設の自由を亨有する。 
 
第 53 問 次のファイル交換ソフトに関する記述のうち、妥当でないものはどれか。 
１ 接続しているユーザーの情報やファイルのリストを中央サーバーが管理し、ファイルの転送のみを利用者

間で直接行う中央サーバー型システムと、まったくサーバーを持たず、すべての情報がバケツリレー式に

利用者の間で流通する純粋型システムが存在する。 
２ 不特定多数のコンピュータ間で匿名性の高いファイル交換を行うために、指定したファイルを直接受信せ

ず、一度別のコンピュータを経由する転送機能を有するソフトも存在している。 
３ ファイル交換ソフト自体は公開するファイル、公開しないファイルを指定できる仕組みとなっているが、

ファイル交換ソフトが暴露ウィルスに感染してしまった時には本来非公開の個人情報や内部資料をネッ

トワーク上に流出させてしまうことがある。 
４ ファイル交換ソフトは、著作権侵害をはじめとする違法な情報流通の温床になっているとして強い非難の

対象となっている。実際、日本でも近年ファイル交換ソフトの開発者のなかに逮捕された者もいる。 
５ ファイル交換の原理自体は非常に有用であるため、多くの学校や公的機関で、公文書の交換にその利用が

近年急増している。これが個人情報流出の遠因となっているとも指摘されている。 
 
第 54 問 電子署名に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 
１ オンライン申請においてなりすましを防止するために、私人のみならず行政機関も電子署名法*に基づき

認証事業者から取得した証明書を利用しなければならない。 
２ 地方公共団体が発行する公的個人認証の証明書は、行政機関に対してのみならず、一般の民間企業とのオ

ンライン手続においても用いることができる。 
３ 電子署名法に基づき、認証事業者は、自然人および法人の本人性の確認をするサービスを行うことができ

る。 
４ 法人の電子署名については、商業登記法に基づき法務省の登記官が作成した電子証明書を利用することが

できる。 
５ 地方公共団体の発行する公的個人認証の証明書は、私人の本人性確認と地方公共団体自身の組織認証のた

めに用いられる。 



(注)*電子署名及び認証業務に関する法律 
 
第 55 問 通信の秘密と個人情報の保護に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 
１ 個人情報保護法が私人に対しても適用されるのに比べ、通信の秘密の法理は、公権力による通信の侵害に

のみ適用され、私人による通信の秘密の侵害には適用されない。 
２ 通信の秘密を保護する義務は、回線を保有管理する電気通信事業者には課せられるが、回線を利用するに

過ぎない電気通信事業者(プロバイダ)は、個人情報保護法の適用は受けても、通信の秘密を保護する義務

は負わない。 
３ 通信にかかる個人の秘密は個人情報保護法によっても保護されるが、通信にかかる法人の秘密は、通信の

秘密の法理により保護される。 
４ 個人の秘密に関する情報の漏洩は個人情報保護法により刑事罰の対象となるが、通信の秘密を侵害しただ

けでは刑事罰の対象とはならない。 
５ 受信者が個人情報保護法に基づき匿名通信の発信者情報の開示を求めた場合には、発信者の通信にかかる

通信の秘密は保護されない。 
 
第 56 問 個人情報の保護に関する法律は、憲法上の自由との関係で、個人情報取扱事業者のうち一定の者に

ついては、その活動目的を基準として、第 4章(個人情報取扱事業者の義務等)の規定を適用除外としている。

次に掲げる事業者のうち、その名称が法の適用除外規定のリストに載っている者はいくつあるか。 
ア 報道機関 
イ 大学 
ウ 宗教団体 
エ 政治団体 
オ 弁護士会 
１ 一つ 
２ 二つ 
３ 三つ 
４ 四つ 
５ 五つ 
 
第 57 問 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれ

か。 
１ この法律は、個人情報である限り、日本国民に関する情報のみならず外国人に関する情報も保護の対象と

している。 
２ 行政機関は、個人情報を保有するにあたっては、利用の目的をできる限り特定しなければならず、また最

初に個人情報を保有した目的を変更してはならない。 
３ 本人から、直接、書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときには、取得の状況からみて利用目

的が明らかであっても、利用目的を明示しなければならない。 
４ この法律によれば本人の個人情報はすべて本人に開示されるが、本人以外の個人情報等一定の不開示情報

は原則として開示されない。 
５ この法律に基づく訂正は、保有個人情報の内容が事実でない場合のみならず、評価・判断の内容が不当な

場合にも行われる。 



第 58 問 次のア～オの各文のうち、本文における筆者の考えと内容的に合致するものの組合せとして、妥当

なものはどれか。 
 「そもそも、天下における議論は、是か非かの両極以外には出ない。一人が正しいと言えば一人が非とし、

一人が間違いだと言えば一人が是とするような議論は、「異」と言い、「公」とは呼ばない。一人が正しいと

言えば、みなが是とし、一人が間違いだと言えば、みなが非とするような議論は「同」と言い、「公」とは

呼ばない。公論は、人心の自然なあり方から発するもので、そうならずにはいられない傾きがあるかのよう

である。だから、天子でも高官や士大夫から奪い取ることができず、高官や士大夫でも一般民衆〔愚夫愚婦〕

から奪い取ることができない。」 
 これは、明末東林派の繆昌期のことばである。「公論」ということばは、よく知られた「五箇条の誓文」に

いう「万機公論に決すべし」からはじまって、近代日本のある時期までは一般に使われたことばであった。 
「パブリック・オピニオン」の訳語としてまさにぴったりのこの「公論」の語が、何時からどういう経緯で

「輿論」ないし「世論」に取って代わられるようになったのかわたくしは知らない。しかし、「ＮＨＫの世

論調査」などということばを聞くと、そもそも「パブリック・オピニオン」は数量化できるものなのか(数
量化して誘導するなどは論外として)とわたくしはつねづね疑問におもっている。「公論調査」と置き換えて

みれば、ことばの不自然さはだれにもあきらかだろう。「公論」は、冒頭に引いた繆昌期のことばにいうよ

うに、まさに「人心の自然なあり方から発するもので、そうならずにはいられない傾きがある」もの、すな

わち単に数量の多寡ではなくて一定の規範的な意味をもつはずのものだからである。 
 「公論」ということばの衰退・廃絶というこの一事にも象徴されるように、日本人の「公」・「公共」感覚は、

今日ある意味では大正デモクラシー時代より落ちているとわたくしはおもう。 
(出典 坂部恵「『公論』ということばの衰退の中で」より) 

ア 世間の考えが「同」であれば、世人の一致した考え方が示されているから、「公論」と考える根拠となる。 
イ 「公論」とは、自然発生的に人々の間から生まれるものなので、為政者の考えや政治姿勢を統御する力が

ある。 
ウ 数量化された世論調査というもので、社会の考え方の趨勢を理解しようとするのは、その社会の考え方を

理解するには不十分である。 
エ 社会において「公論」を問題にするのは例えば、この語に依らなければ、多数をしめる考えがわからない

からである。 
オ 「公論」は、その社会の人々の自ずからの考えが現れたものであり、政治の示している方向とは必ずしも

一致しない。 
１ ア・ウ 
２ ア・エ 
３ イ・エ 
４ ウ・エ 
５ ウ・オ 
 
第 59 問 次の文章の空欄[ア]～[エ]に入ることばの組合せとして、正しいものはどれか。 
 西欧が、近代社会の普遍型であるという考え方を、比較の方法の中に位置づけて、端的に表明した学者のな

かに、イギリスの歴史家Ｇ・Ｂ・サンソムがいる。かれは近代化の過程において、ヨーロッパ諸国、とくに

イギリスで起こったことと日本で起こったこととの、具体的事実の比較をおこなうことによって、日本に起

こった事がらの中の、「何が『典型的』で、何が『特殊的』であるかを」明確にしようと提唱した。 
……日本史の研究においても、西洋の学者は、多くの点で制約はありますけれどもその代りに有利な点もい



くらかあるわけであります。西洋の学者は環境～～言ってみれば舞台と俳優についての知識が劣っている。

研究上の便益も不完全なものであります。けれども、西洋の学者は一つの特典をもっております。すなわち、

この学者の仕事は日本文明の現象を西洋の観客に向って説明することにある。そこで彼は、ことの性質から

いって、比較方法を用いなければならない。ここに西洋の学者は或る種の[ア]な利点をもっている。すなわ

ち彼はより多く客観的になることができるのであります。私は西洋の学者が必ずその客観性を獲得すると言

うのではありません。それは彼自身の偏見をもつからであります。しかし少なくとも、その偏見は日本の学

者の偏見と同じものではない。というのは、西洋の学者は日本の学者たちの[イ]から自由であるからであり

ます。いずれにしても、西洋の学者は否応なく比較方法を用いなければならない。なぜならば、典型的なも

のを特殊的なものから、一般的なものを特徴的に日本的なものから区別しうるのは比較方法ばかりだからで

あります。(サンソム) 
 ヨーロッパ諸国とくにイギリスで起こったことが、日本でもおなじように起こっていれば、それは「典型的」

＝普遍的であり、イギリスで起こったことが日本で起こらなかったり、イギリスで起こらないことが日本で

起これば、それは「特殊的」＝個別的である、といっている。普遍型は、イギリスをふくむヨーロッパ諸国

によって代表される。それから逸脱するものがすべて、「特殊的」「個別的」、「[ウ]」とみなされる。[エ]と
は、ヨーロッバ諸国で起こったことを普遍の照準枠として、その他の社会で起こったことと比べてみること

なのである。 
  柳田の方法は、これとはまるで逆である。「我々の方は近い三百年五百年の間の、隔絶孤立の発達を考へる

故に、始めから似て居る筈が無いと思ひ、たまたま争へない一致が見付かると、非常に驚歎して不審を晴さ

ずには居られぬのである」。西洋の学問の普遍性への探求の中から、[エ]への志向は生まれてきたといって

よい。これに対して、日本の学問は、外国の理論をそのまま採用するのでないかぎり、日本の社会や文化の

個別性を力説するあまり、[エ]への枠組みを提供できるなどと、思い至らなかった。 
(出典 鶴見和子「漂泊と定住と」より) 

   ア   イ   ウ   エ 
１ 全体的 創造 必然的 国際理解 
２ 一義的 創造 偶発的 国際貢献 
３ 二次的 伝統 必然的 国際文化 
４ 一義的 伝統 偶発的 国際比較 
５ 二次的 伝統 必然的 国際標準 
 
第 60 問 次のア～オの文は、枠内の文に続く一連の文章をバラバラにしたものである。正しい順序は、１～

５のうちどれか。 
 科学者の造る共同体では、科学者は、自分の関心に従って研究を行い、研究成果は、同じ専門家仲間とのみ

共有する。そこで得られた成果を使ってさらに研究を先に進めるのは、自分自身か、同じ共同体に属する仲間

だけである。それを評価するのも共同体の仲間だけである。こうして科学は、個々の専門領域において成立し

ている専門家の共同体の内部で自己完結し、自己充足している知的営みとして、自らを確立していったのであ

る。この科学の特性は、現在でも半ば以上維持されてきている。そうである限り、科学と、それを取り囲む一

般社会との関係は、基本的にはどこにもないことになる。 
ア こうして 19 世紀以降ほぼ一世紀の間、共同体の内部で自己完結的、自己充足的に営まれてきた科学は、

否応無く、共同体の外部の一般社会との間に、強い絆を持たざるを得なくなったのである。他方国家は、社

会的利得を年み出す「金の卵」として科学研究を遇するようになり、様々な制度的対応を行うことになった。 
イ しかし、科学にとってある意味では幸福であったこうした時代は長くは続かなかった。第 1 次世界大戦の



頃から、軍事と産業において、科学のなかに蓄積されている知識の利用可能性」がようやく認知されるよう

になった。一方では、工業における「開発」に科学研究が寄与することが明らかになってきた。 
ウ しかし、同時に科学者は、それだけの「社会的」責任を負った、ということを忘れるわけにはいかない。

かつて完全に自己充足的な形で行われていた科学であれば、研究に対する責任は、自分たちの共同体の内部

の同僚に対してのみ負えばよかった。今日のように、社会との絆が築かれた後では、研究結果がそのまま社

会全体の動向を左右するような可能性が生じている。したがって科学者は、同僚に対してよりも逞かに重い

責任を、社会全体に対して負わなければならなくなっているからである。 
エ このように考えると、19 世紀のヨーロッパに誕生した科学は、広義の科学とは違って、社会的効用とい

う概念の外に意図的に自らを置こうとしたと考えることができる。ある意味で、近現代社会は、ちょうど芸

術や文学のように、直接的な社会的利得を追求しない営み、携わる人々の好みと趣味に由来する喜びをひた

すら追求する営みの一つとして、科学の存在を許したことになる。エスノサイエンス*が実地のノウハウで

あった以上、こうした科学の出現は新しい事態であった。 
オ もちろん、その絆は科学にとって負の意味ばかりではなかった。自分の面白いと思うことを、外部に煩わ

されることなく、ひたすら追求できる、という状況に楔が打ち込まれたことは確かだが、社会的利得を生む

という科学的知識の価値には、一般社会からそれなりの対価が支払われることになった。その結果科学者は、

それまでにはとても期待できなかった豊かな研究のための資源を、外部社会から、それも心理的な負い目を

持たずに獲得することができるようになった。現在でも、多くの科学研究は、19 世紀以来の科学の論理で

動いている。しかし、そこに投下される社会からの資金に関して、科学者は、自分たちの研究成果はいずれ

どこかで、社会的利得に遠元される可能性がある、ということを主張することで、心理的負い目を解消でき

るようになったからである。 
(出典 村上陽一郎「科学・技術の歴史のなかでの社会」より) 
(注)*エスノサイエンス:個々の民族文化に固有の知識・論理の体系を重視する記述・分析上の立場。 
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